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はじめに 

２年目を迎えた第三者評価 

 

 一般社団法人薬学教育評価機構は、今年で設立７年目に入ります。第三者評価 

２年目となる本年度は、４月から評価対象大学 10校の書面調査がスタートし、10月には訪

問調査を実施しました。評価委員会の目となり耳となり評価を実施されている評価実施員

のご尽力により、昨年度同様、３月末には滞りなく評価を終了する予定です。 

 平成 25年度末に「薬学教育モデル・コアカリキュラム」（平成 25年度改訂版）が文部科

学省「薬学系人材養成の在り方に関する検討会」から提出されました。６年制薬学部・薬

学科の学部教育で、卒業時までに必要とする基本的な資質と能力が示され、それを修得す

るために必須な知識・技能・態度の到達目標を提示することを基本理念としています。た

だし、このモデル・コアカリキュラムに沿ったプログラムは全体の 70％に過ぎず、他に大

学独自のカリキュラムの実施（30％）も要求されており、具体的な科目の設定や教育手法

は大学の裁量に任されています。各大学は、平成 27年度から、改訂モデル・コアカリキュ

ラムを踏まえた新カリキュラムを実施していくことになります。また、実務実習も改訂モ

デル・コアカリキュラムに対応して、平成 31年度から新しい枠組み、ガイドラインで実施

することになります。 

これらの改訂に対して、本機構による第三者評価は、若干の微調整はあっても、モデル・

コアカリキュラムを遵守しているか、大学独自のカリキュラムを実施しているかを問うと

いう事においては、大きく変わることはありません。 

 公表されている評価報告書の、対応が義務となっている「改善すべき点」が厳しいとの

声も聞こえてきますが、各大学の「改善すべき点」に対する取り組みが、本機構の存在意

義を示すアウトカムであると考えております。 

今後とも、本機構は各大学の教育プログラムの質を保証し、向上を支援していきますの

で、社員の皆様ならびに関係各位のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

平成 26年 12月吉日                        

一般社団法人 薬学教育評価機構 

                      理事長   井 上 圭 三 

 



 

薬学教育評価機構設立の経緯 

 

 

薬学教育の年限延長を認めるにあたって中央教育審議会は、その答申「薬学教育の改善・

充実について」（平成 16 年２月）に、“薬学教育関係者、職能団体および企業の関係者の

みならず薬学以外の者の参画を得た第三者評価の必要性”を明記しました。 

これを受けて、衆参両院の関連委員会は、薬学教育の年限延長に関わる学校教育法改正へ

の付帯決議（平成 16 年４、５月）の中で“第三者評価の実施”を要請しました。「一般社

団法人 薬学教育評価機構」（以下、機構）は、この要請に応じて、６年制薬学教育の第三

者評価を行うことを目的に、74 薬科大学・薬学部、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会およ

び日本薬学会の合計 77団体を社員として、平成 20年 12月に設立されました。 

このような経緯で設立された機構は、大学を対象にした“大学教育の専門分野別評価”

を行う日本初の評価実施機関となりました。また、機構が行う薬学教育評価は、法律に基

づいて大学基準協会などが行う“教育機関の認証評価”ではなく、専門分野の教育機関と

専門職能団体が協力して設立した第三者機関が自主的に行う“専門教育プログラムの認定

評価”です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ハンドブックの構成について 

 

 

 このハンドブックは、薬学教育評価機構が実施する６年制薬学教育プログラムの評価に

関して、評価を受ける大学および評価に関わる評価者が、それぞれの実務において留意す

べき事項を「薬学教育評価 実施要綱」に沿って冊子にまとめたものです。以下の内容か

ら構成されています。 

 

＜本文＞ 

 

Ⅰ．薬学教育評価 実施要綱 

    本機構が実施する評価の基本方針および評価のガイドラインを記載しています。 

 

Ⅱ．評価の手引き 

 

Ⅱ－１．評価を受ける大学を対象とする手引き 

評価を受ける大学が提出する「自己点検・評価書」の作成方法、訪問調査

への対応および申請から最終判定に至るまでの諸手続き等を説明していま

す。 

 

  Ⅱ－２．評価者を対象とする手引き 

         評価チームにおける書面調査の進め方、訪問調査の進め方および改善報告

書、再評価、追評価の作業を説明しています。  

  

Ⅲ．様式 

   評価対象大学および評価者が用いる各種様式を掲載しています。 

 

Ⅳ．資料 

   「薬学教育評価 評価基準」など評価に関わる資料を掲載しています。 
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